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農産物検査法施行規則（第15条）

農産物検査員名簿に登載

登録検査機関の登録台帳に登載

①登録検査機関
②登録検査機関が組織する団体
③農産物検査員の研修に関する
事業を行う法人
④その他本要領に定める育成研修
を実施することができると認められ
る法人

研修実施者 研修対象者

農産物の生産、流通又は検査の業務に１年以上従事し
た経験を有する者

登録検査機関又は登録検査機関として登録をうけ
ようとする機関に所属し、農産物検査員になろうと
する意思を有する者

基礎

課程

現場
実習課程

①関係法令
・農産物検査法
・食糧法
・食品表示法
・種苗法 等

②農産物検査員の職務・心得
③農産物検査の理論等

①分析・鑑定実習
②器具器材実習
③模擬実習
④鑑定実習

農産物検査の現場における農産物検査の補助業務体験及び検査方法別の実務の実習

①筆記試験 ②実技試験（等級の判定）

講

義

実

技

正解の割合が８割以上の
研修生を合格

３日間 14日間

○～○日間 ※研修日数は例

農産物検査員の育成研修の実施手続
（品位等検査）

② 農林水産大臣が指定する研修の課程を修了した者
① 農産物検査に１年以上
従事した経験を有する者

登録検査機関の登録台帳に登載申請
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農産物検査法施行規則（第15条）

農産物検査員名簿に登載

①登録検査機関
②登録検査機関が組織する団体
③農産物検査員の研修に関する
事業を行う法人
④その他本要領に定める育成研修
を実施することができると認められ
る法人

研修実施者 研修対象者

成分検査に係る理化学分析の業務に１年以上従事し
た経験を有する者

登録検査機関に所属し、農産物検査員になろうと
する意思を有する者

実習

①筆記試験
②実習の履修確認

①正解の割合が８割以上の研修生を合格
②履修状況を確認し問題なければ合格

※研修日数は例

農産物検査員の育成研修の実施手続
（成分検査）

② 農林水産大臣が指定する研修の課程を修了した者
① 農産物検査に１年以上
従事した経験を有する者

講義

①関係法令
・農産物検査法
・食糧法
・食品表示法
・種苗法 等

②農産物検査員の職務・心得
③農産物検査の理論等

①分析実習
②試料採取実習

３日間 14日間

登録検査機関の登録台帳に登載

登録検査機関の登録台帳に登載申請
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別紙10 

農産物検査員の育成研修実施マニュアル 

第１ 育成研修の位置付け 

本育成研修は、農産物検査法施行規則（昭和26年農林省令第32号）第15条第１項

第２号に基づき、農産物検査法施行規則第15条第１項第２号の農林水産大臣が指

定する研修について（平成13年１月12日12食糧第1233号農林水産事務次官依命通

知）により指定された研修である。 

第２ 定義 

このマニュアルにおける用語の定義は、次による。 

１ 「国内産農産物検査コース」とは、国内産農産物に係る農産物検査法（昭和26

年法律第144号。以下「法」という。）第２条第３項の品位等検査（以下「品位

等検査」という。）を行うために必要な知識及び技能の修得を目的とする育成研

修をいう。 

２ 「外国産農産物検査コース」とは、外国産農産物に係る品位等検査を行うため

に必要な知識及び技能の修得を目的とする育成研修をいう。 

３ 「基礎課程」とは、国内産農産物検査コース及び外国産農産物検査コースにお

ける品位等検査を行うために必要な基礎的な知識及び技能の修得を目的とする

研修課程をいう。 

４ 「現場実習課程」とは、国内産農産物検査コース及び外国産農産物検査コース

における農産物の品目ごとの品位等検査を行うために必要な実務的な知識及び

技能の修得を目的とする研修課程であって、品位等検査の現場において農産物

検査の補助業務を行いながら実務の実習を行うものをいう。 

５ 「成分検査コース」とは、法第２条第４項の成分検査（以下「成分検査」とい

う。)を行うために必要な知識及び技能の修得を目的とする育成研修をいう。

第３ 育成研修の課程等 

育成研修に必要な課程等の内容については、次に掲げるとおりとする。 

１ 育成研修を行う講師 

育成研修の講師は、登録検査機関の指導的農産物検査員（登録検査機関に登録

されている農産物検査員のうち、指導的役割を果たす農産物検査員であって、登

録検査機関の長が指名した者をいう。以下同じ。）又はこれと同等の知識を有す

ると認められる者（国内産農産物検査コースの講師にあっては、基本要領Ⅱの第

４に定める検査精度向上研修に過去１年以内に参加した者に限る。）とする。 
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２ 育成研修の課程において行う課目 

（１）国内産農産物検査コース

ア 基礎課程

（ア）講義

ａ 関係法令（農産物検査法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律（以下「食糧法」という。）、食品表示法、種苗法等） 

ｂ 農産物検査員の職務・心得 

ｃ 農産物検査の理論（検査の手順、検査の事前準備、抽出検査の理論、

標準計測の理論等） 

（イ）実習

ａ 分析・鑑定実習（分析の方法、品位・農産物検査を行おうとする区域

の産地品種銘柄の鑑定等） 

ｂ 器具器材実習（検査器具の使用方法等） 

ｃ 模擬実習（検査場所での検査を想定した実習） 

ｄ 鑑定実習（鑑定会方式） 

イ 現場実習課程

農産物検査の現場における農産物検査の補助業務の体験及び検査方法別

の実務を実習する。 

（２）外国産農産物検査コース

ア 基礎課程

（ア）講義

ａ 関係法令（農産物検査法、食糧法、植物防疫法、食品衛生法、輸出国

の検査制度等） 

ｂ 農産物検査員の職務・心得 

ｃ 農産物検査の理論（検査の手順、検査の事前準備、抽出検査の理論、

標準計測の理論等） 

（イ）実習

ａ 分析実習（分析の方法等） 

ｂ 器具器材実習（検査器具の使用方法等） 

イ 現場実習課程

（１）のイに同じ。

（３）成分検査コース

ア 講義

（ア）関係法令（農産物検査法、食糧法等）

（イ）農産物検査員の職務・心得

（ウ）農産物検査の理論（検査の手順、検査の事前準備、抽出検査の理論、標

準計測の理論等） 

イ 実習

（ア）分析実習（分析の方法等）

（イ）試料採取実習
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３ 育成研修履修状況の確認 

育成研修履修状況の確認は、別紙第10－1号～別紙第10－３号により、農産物

検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有しているかを確認するための

筆記試験、実技試験等を行い、正解の割合が８割以上の研修生を合格者とする。 

第４ 育成研修の実施 

１ 育成研修実施計画書の提出 

（１）研修を実施しようとする法人又は団体（以下「研修実施予定機関」という。）

は、育成研修の対象区域を管轄する地方農政局長（研修実施機関が育成研修の

対象とする区域を管轄する北海道農政事務所長及び内閣府沖縄総合事務局長

を含む。以下「住所地地方農政局長」という。）による研修内容の確認に資す

るため、育成研修を実施しようとする場合は、別紙第10－４号～別紙第10－６

号に倣って次に掲げる事項を記載した育成研修実施計画書、別紙第10－１号の

履修確認問題（案）及び回答並びに研修テキストの写しを、原則として研修生

を公募する１ヶ月前までに、住所地地方農政局長に提出する。 

ア 研修実施機関の代表機関等名、住所及び代表者氏名

イ 育成研修実施コース

ウ 育成研修対象品目

エ 農産物検査を行おうとする区域

オ 研修実施機関を組織する登録検査機関等名、住所及び代表者氏名

カ 講師の氏名及びその略歴（役職、農産物検査員の登録の有無等）

キ 育成研修日程及び育成研修実施場所

ク 育成研修履修状況の確認方法

ケ 受入可能人員

コ 研修生の募集期間及び募集方法

サ 育成研修受講料

シ 育成研修に使用する教材

（２）住所地地方農政局長は、育成研修実施計画書、別紙第10－１号の履修確認問

題（案）及び回答並びに研修テキストの写しの提出があった場合、内容を確認

し、必要に応じ助言を行う。 

２ 地方農政局長の助言 

（１）住所地地方農政局長は、研修実施予定機関が実施しようとする育成研修にお

ける第３の育成研修の課程等の実施内容について、必要に応じ、助言を行う。 

（２）育成研修実施場所に住所地地方農政局長の管轄する区域に属さない区域が

含まれている場合は、必要に応じ、管轄地方農政局長が、（１）の助言を行う。 

（３）地方農政局長は、助言を行うため、必要に応じ、研修実施予定機関の代表

者に研修生の氏名、所属する登録検査機関等名を記載した研修生名簿の提出

を求めることができる。 

別紙第 10－１号 

別紙第 10－２号 

別紙第 10－３号 

別紙第 10－４号 

別紙第 10－５号 

別紙第 10－６号 

別紙第 10－１号 
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３ 育成研修の結果報告 

 研修を実施した法人又は団体は、当該研修が終了したときは、住所地地方農政

局長に、様式第１号から様式第３号により履修状況等の確認結果を報告する。 

様式第１号

様式第２号

様式第３号
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別紙第１０－１号 

国内産農産物検査コース及び外国産農産物検査コース基礎課程の履修状況の確認 

について 

基礎課程に係る研修生の履修状況の確認については、次に定めるところによる。 

１ 育成研修の実施者は、基礎課程の研修生に対し、原則として基礎課程の実施後から現

場実習課程の実施前までの間に、国内産農産物検査コース及び外国産農産物検査コース

ごとに研修生を招集し、筆記試験及び実技試験を実施する。 

２ 筆記試験については、基礎課程の実施内容を踏まえて、試験の問題（原則として20問）

及び制限時間（原則として１問当たり２分）を決定の上、実施するものとし、正解の割

合が８割以上の研修生を合格者とする。 

３ 国内産農産物検査コースの実技試験の内容については、農産物の品目ごとの品位の鑑

定（等級の判定）とし、次の表を基準として、基礎課程の実習における当該鑑定の実施

内容を踏まえて、鑑定の品目（種類）及びその試料点数並びに制限時間（原則として試

料１点当たり２分）を決定の上、実施するものとし、正解の割合が８割以上の研修生を

合格者とする。 

品 目  （  種 類  ） 試料点数 

米穀(種子もみ、普通もみ、水稲うるち玄米、水稲もち玄米 

及び醸造用玄米) 

 麦 (普通小麦、普通小粒大麦、普通大粒大麦及び普通はだ 

か麦) 

大豆(普通大粒大豆、普通中粒大豆、普通小粒大豆及び 

特定加工用大豆) 

そば(普通そば、だったんそば) 

もみ ５点 

水稲うるち玄米 10点 

水稲もち玄米 ５点 

醸造用玄米 ５点 

原則各種類 ３点 

原則各種類 ３点 

各種類 ３点 

※各種最低点数

４  外国産農産物検査コースの実技試験の内容については、農産物の品目ごとの被害粒の

分析（被害粒として取り扱うか否かの検査基準品に基づく判定）とし、次の表を基準と

して、基礎課程の実習における当該分析の実施内容を踏まえて、分析の品目（種類）、

被害粒の項目（虫害粒、病害粒、霜害粒、熱損粒、発芽粒等）及びその試料点数並びに

制限時間（原則として１項目当たり３分）を決定の上、実施するものとし、正解の割合

が８割以上の研修生を合格者とする。 
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品 目 （ 種 類 ） 被 害 粒 の 項 目 試 料 点 数 
米穀（玄米・精米） 

小麦（赤系・白系） 

大麦 

５項目 

10項目 

５項目 

１項目につき５点 

 １項目につき５点 

 １項目につき５点 

５ 育成研修の実施者は、２による筆記試験及び３又は４による実技試験の合格者につ

いて、基礎課程を修了した研修生として認定する。 

６ 育成研修の実施者は、２による筆記試験又は３若しくは４による実技試験に合格しな

かった研修生に対し、再試験についての希望を確認の上、それを希望する研修生には１

から５までに定めるところに準じて再試験を実施する。なお、実技試験に合格しなかっ

た研修生に対しては、再試験を実施する前に補習を行う。 

７ 育成研修の実施者は、基礎課程を終了した場合は、様式第２号の基礎課程の履修状況

欄に「○」を記入する。 
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別紙第１０－２号 

国内産農産物検査コース及び外国産農産物検査コース現場実習課程の履修状況 

の確認について 

現場実習課程に係る研修生の履修状況の確認については、次に定めるところによる。 

１ 育成研修の実施者は、現場実習課程を実施後速やかに、研修生ごとに、次の事項につ

いて様式第２号に取りまとめる。 

（１）現場実習課程の実施日数の計画と実績（計画と実績が異なる場合は、その理由。補

習を実施した場合は、その内容） 

（２）検査補助業務の履修状況（履修が十分でないと認められる場合は、その内容）

（３）検査方法別検査業務の実習の履修状況（履修が十分でないと認められる場合は、そ

の内容） 

２ 育成研修の実施者は、研修生の履修状況について、履修状況に特に問題のなかった

場合は、１の取りまとめにおいて履修状況の確認欄に「〇」を記入する。 

なお、履修状況の確認について「○」となった研修生について、現場実習課程を修

了した者として認定する。 

10-9



-

別紙第１０－３号 

成分検査コースの履修状況の確認について 

成分検査コースに係る研修生の履修状況の確認については、次に定めるところによる。 

１ 育成研修の実施者は、成分検査コースを実施した後、研修生を招集し、次に定めると

ころにより筆記試験を実施する。 

（１）筆記試験は、成分検査コースの実施内容を踏まえて、試験の問題（原則として15問）

及び制限時間（原則として１問当たり２分）を決定の上、実施するものとし、正解の

割合が８割以上の研修生を合格者とする。 

（２）育成研修の実施者は、筆記試験に合格しなかった研修生に対し、再試験についての

希望を確認の上、それを希望する研修生には(1)に定めるところに準じて再試験を実

施する。 

（３）育成研修の実施者は筆記試験の結果、筆記試験に合格した場合は、様式第２号の講

義の履修状況欄に「○」を記入する。 

２ 育成研修の実施者は、研修生ごとに同実習の実施後速やかに、次の事項について確

認を行う。 

（１）実習の実施日数の計画と実績（計画と実績が異なる場合は、その理由。補習を実施

した場合は、その内容） 

（２）分析実習の履修状況（履修が十分でないと認められる場合は、その内容）

（３）試料採取実習の履修状況（履修が十分でないと認められる場合は、その内容）

３ 育成研修の実施者は、１による筆記試験の合格者及び２による履修状況の確認の結

果、履修状況に特に問題のなかった研修生について、成分検査コースを修了した者とし

て認定する。 

10-10



別紙第１０－４号 

育成研修実施計画書（国内産農産物検査コースの例） 

年 月 日  

１ 研修実施機関の代表機関等名、住所及び代表者氏名 

２ 育成研修実施コース 

３ 育成研修対象品目 

４ 農産物検査を行おうとする区域 

５ 研修実施機関を組織する登録検査機関等名、住所及び代表者氏名 

６ 講師 
講師氏名 所 属 役職等 略歴等 

○○ ○○ ○○○○○組合 ○○主任 指導的農産物検査員（令和○年～） 
・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

７ 育成研修日程及び育成研修実施場所 

内 容 実施期間 実施場所 講師 

基礎課程 

（１）講義 ア 関係法令（農産物検査法、

主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律、食品表示

法、種苗法等） 

イ 農産物検査員の職務・心得

ウ 農産物検査の理論（検査の

手順、検査の事前準備、抽出

検査の理論、標準計測の理論

等） 

令和〇年〇月〇日～〇

月〇日（〇日間） 
○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○ 

○○ 

○○ 
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（２）実習 ア 分析・鑑定実習（分析の方

法、品位・農産物検査を行おう

とする区域の産地品種銘柄の

鑑定等） 

イ 器具器材実習（検査器具の

使用方法等） 

ウ 模擬実習（検査場所での検

査を想定した実習） 

エ 鑑定実習（鑑定会方式）

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 
○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○ 

○○ 

○○ 

○○ 

現場実習課程 農産物検査の現場における農産

物検査の補助業務の体験及び検

査方法別の実務の実習 

ア 米穀

イ 麦類

ウ 大豆

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○ 

○○ 

○○

８ 育成研修履修状況の確認方法 

（１）基礎課程

実施予定日：令和○年○月○日

実施予定場所：○○県○○市○○町○○番地 ○○○○ 

担当講師：○○、○○、○○ 

筆記試験：20 問（制限時間 40 分）、正解の割合が８割以上の研修生を合格者とする。

実技試験：農産物の品目ごとの品位の鑑定（等級の判定）について、次の表のとおりの試料点

数（制限時間は試料１点当たり２分）を実施し、正解の割合が８割以上の研修生を 

合格者とする。 
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再試験等：筆記試験又は実技試験に合格しなかった研修生に対し、再試験についての希望を確 

認の上、それを希望する研修生には再試験を実施する。なお、再試験を実施する前 

に補習を行う。 

（２）現場実習課程

担当講師：○○、○○、○○ 

確認内容：農産物検査の現場における農産物検査の業務及び検査方法別の実務を総合的に確

認。 

９ 受入可能人員 

○○人

10 研修生の募集期間及び募集方法 

募集期間：令和○年○月○日～○月○日 

募集方法：機関紙、ホームページ等 

11 育成研修受講料 

円（テキスト代含む） 

12 育成研修に使用する教材 

農産物検査関係通知集、農産物検査マニュアル等 

品 目  （  種 類  ） 試料点数 
米穀(種子もみ、普通もみ、水稲うるち玄米、 

水稲もち玄米及び醸造用玄米) 

 麦 (普通小麦、普通小粒大麦、普通大粒大麦 

及び普通はだか麦) 

大豆(普通大粒大豆、普通中粒大豆、普通小粒 

大豆及び特定加工用大豆) 

そば(普通そば、だったんそば) 

もみ ５点 

水稲うるち玄米 10 点 

水稲もち玄米 ５点 

醸造用玄米 ５点 

原則各種類 ３点 

原則各種類 ３点 

各種類 ３点 

※各種最低点数
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別紙第１０－５号 

育成研修実施計画書（外国産農産物検査コースの例） 

年 月 日  

１ 研修実施機関の代表機関等名、住所及び代表者氏名 

２ 育成研修実施コース 

３ 育成研修対象品目 

４ 農産物検査を行おうとする区域 

５ 研修実施機関を組織する登録検査機関等名、住所及び代表者氏名 

６ 講師 

講師氏名 所 属 役職等 略歴等 
○○ ○○ ○○○○○組合 ○○主任 指導的農産物検査員（令和○年～） 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

７ 育成研修日程及び育成研修実施場所 

内 容 実施期間 実施場所 講師 

基礎課程 
（１）講義

（２）実習

ア 関係法令（農産物検査法、

主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律、植物防疫

法、食品衛生法、輸出国の検

査制度等） 

イ 農産物検査員の職務・心得

ウ 農産物検査の理論（検査の

手順、検査の事前準備、抽出

検査の理論、標準計測の理論

等） 

ア 分析実習（分析の方法等）

イ 器具器材実習（検査器具の

使用方法等） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

○○県○○市○

○町○○番地

○○○○ 

○○県○○市○

○町○○番地

○○○○ 

○○

○○

○○

○○

○○
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現場実習課程 農産物検査の現場における農

産物検査の補助業務の体験及

び検査方法別の実務の実習 

ア 米穀

イ 麦類

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

○○県○○市○

○町○○番地

○○○○ 

○○県○○市○

○町○○番地

○○○○ 

○○ 

○○ 

８ 育成研修履修状況の確認方法 

（１）基礎課程

実施予定日：令和○年○月○日 

実施予定場所：○○県○○市○○町○○番地 ○○○○ 

担当講師：○○、○○、○○ 

筆記試験：20 問（制限時間 40 分）、正解の割合が８割以上の研修生を合格者とする。 

実技試験：農産物の品目ごとの被害粒の分析（被害粒として取り扱うか否かの検査基準品に基

づく判定）について、次の表のとおりの分析の品目（種類）、被害粒の項目（虫害

粒、病害粒、霜害粒、熱損粒、発芽粒等）及びその試料点数（制限時間は１項目当 

たり３分）を実施し、正解の割合が８割以上の研修生を合格者とする。 

品 目 （ 種 類 ） 被害粒の項目 試 料 点 数 

米穀（玄米・精米） 

小麦（赤系・白系） 

大麦 

５項目 

10 項目 

５項目 

１項目につき５点 

１項目につき５点 

１項目につき５点 

再試験等：筆記試験又は実技試験に合格しなかった研修生に対し、再試験についての希望を確 

認の上、それを希望する研修生には再試験を実施する。なお、再試験を実施する前 

に補習を行う。 

（２）現場実習課程

担当講師：○○、○○、○○ 

確認内容：農産物検査の現場における農産物検査の業務及び検査方法別の実務を総合的に確 

認。 

９ 受入可能人員 

○○人
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10 研修生の募集期間及び募集方法 

募集期間：令和○年○月○日～○月○日 

募集方法：機関紙、ホームページ等 

11 育成研修受講料 

円（テキスト代含む） 

12 育成研修に使用する教材 

農産物検査関係通知集、農産物検査マニュアル等 
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別紙第１０－６号 

育成研修実施計画書（成分検査コースの例） 

年 月 日 

１ 研修実施機関の代表機関等名、住所及び代表者氏名 

２ 育成研修実施コース 

３ 育成研修対象品目 

４ 農産物検査を行おうとする区域 

５ 研修実施機関を組織する登録検査機関等名、住所及び代表者氏名 

６ 講師 

講師氏名 所 属 役職等 略歴等 

○○ ○○ ○○○○○組合 ○○主任 指導的農産物検査員（令和○年～） 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

７ 育成研修日程及び育成研修実施場所 

内 容 実施期間 実施場所 講師 

（１）講義 

（２）実習 

ア 関係法令（農産物検査法、

主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律等） 

イ 農産物検査員の職務・心得

ウ 農産物検査の理論（検査の

手順、検査の事前準備、抽出

検査の理論、標準計測の理論

等） 

ア 分析実習（分析の方法等） 

イ 試料採取実習

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

令和〇年〇月〇日～

〇月〇日（〇日間） 

○○県○○市○

○ 町 ○ ○ 番 地

○○○○ 

○○県○○市○

○町○○番地○

○○○○

○○ 

○○ 

○○ 

○○ 
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８ 育成研修履修状況の確認方法 

（１）講義

実施予定日：令和○年○月○日

実施予定場所：○○県○○市○○町○○番地 ○○○○ 

担当講師：○○、○○、○○ 

筆記試験：15 問（制限時間 20 分）、正解の割合が８割以上の研修生を合格者とする。 

再試験等：筆記試験に合格しなかった研修生に対し、再試験についての希望を確認の上、

それを希望する研修生には再試験を実施する。なお、再試験を実施する前に補

習を行う。 

（２）実習

担当講師：○○、○○、○○ 

確認内容：農産物検査の現場における農産物検査の業務及び検査方法別の実務を総合的に確

認。 

９ 受入可能人員 

○○人

10 研修生の募集期間及び募集方法 

募集期間：令和○年○月○日～○月○日 

募集方法：機関紙、ホームページ等 

11 育成研修受講料 

円（テキスト代含む） 

12 育成研修に使用する教材 

農産物検査関係通知集、農産物検査マニュアル等 
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様式第１号 

年  月  日 

地方農政局長 殿 

北海道農政事務所長 

沖縄総合事務局長 

住 所 

名 称 

代表者氏名 

育成研修の実施結果について 

 農産物検査法施行規則第 15 条第１項第２号に規定する農林水産大臣が指定する研修を

修了しましたので、育成研修の履修状況等について別紙のとおり報告します。 

（注）別紙とは、様式第２号及び様式第３号を添付する。 
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様
式
第
２
号
 

国
内
産
農
産
物
検
査
コ
ー
ス
（
外
国
産
農
産
物
検
査
コ
ー
ス
又
は
成
分
検
査
コ
ー
ス
）
の
履
修
状
況
の
確
認
結
果
 

研
修
実
施
機
関
名
 

研
修
生
が
所
属
す
る
 

登
録
検
査
機

関
名

 
研
修
生
氏
名

 
基
礎
課
程

 
現
場
実
習
課
程

 
筆
記
試
験

 
実
技
試
験

 
補
習
の
有
無

 
履
修
状
況

 
実
施
期
間

 
実
施
日
数

 
補
習
の
有
無

 
履
修
状
況

 
令
和
○
年

○
月
○

日

～
令
和
○

年
○
月

○
日

(
注

)
１

 
登
録

検
査

機
関

等
の

名
称

の
欄

は
、

当
該

研
修

生
が

所
属

す
る

（
予

定
の

）
登

録
検

査
機

関
等

の
名

称
を

記
入

す
る

。
 

２
 
実
施
日
数
の
欄
の
合
計
は
、
研
修
生
ご
と
の
現
場
実
習
を
実
施
し
た
日
数
の
合
計
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
（
 
）
内
に
そ
の
合
計
を
研
修
生
の
人
数
で
除
し
た
平
均
日
数
 

（
小
数
点
第
１
位
未
満
は
四
捨
五
入
）
を
記
入
す
る
。
 

３
 
成
分
検
査
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
課
程
を
講
義
、
現
場
実
習
課
程
を
実
習
と
読
み
替
え
る
。
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様
式
第
３
号
 

国
内
産
農
産
物
検
査
コ
ー
ス
（
外
国
産
農
産
物
検
査
コ
ー
ス
又
は
成
分
検
査
コ

ー
ス
）
の
研
修
修
了
者
一
覧
表
 

氏
 
 
名

 
生
年
月
日

 
住

所
 

検
査
を
行
う
農
産
物
の
種
類

 
検
査
を
行
う
区
域

 
所
属
す
る
登
録
検
査
機
関
等

 

（
注
）
１
 
研
修
修
了
者

の
所
属
が
登
録
検
査
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
所
属
す
る
登
録
検
査
機
関
等
の
欄
に
そ
の
名
称
の
他
に
、
代
表
者
氏
名
、
住
所
、
連
絡
 

先
等
を
記
載
す

る
こ
と
。
 

２
 
検
査
を
行
う

農
産
物
の
種
類
の
欄
は
、
農
産
物
検
査
員
が
農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
が
飼
料
用
も
み
又
は
飼
料
用
玄
米
の
み
に
限
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
も
み
 

（
飼
料
用
も
み

）
又
は
玄
米
（
飼
料
用
玄
米
）
と
記
載
す
る
。
 

３
 
検
査
を
行
う

区
域
の
欄
は
、
農
産
物
検
査
員
が
農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
が
飼
料
用
も
み
又
は
飼
料
用
玄
米
の
み
に
限
ら
れ
る
場
合
は
、
「
―
」
と
記
載
す
る
。
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